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令和２年度 事 業 計 画 

 

 

我が国の人口構成は、世界に類を見ないスピードで高齢化が進展し、「超高齢社会」

の到来は大きな社会問題となっています。 

呉市の令和元（2019）年９月末日現在の総人口は、２２万２,３６６人（呉市住民基

本台帳）、６５歳以上の高齢者人口は７万７,６６３人、高齢化率は３４.９%となって

おり、既に超高齢社会に突入しています。 

高齢者を取り巻く社会状況は、政府の策定した「高齢社会対策大綱（平成３０年２

月１６日閣議決定）」にもある通り、年齢を判断基準とせず高齢者に高い就業継続意識

がみられる現況を踏まえ、年齢にかかわりなく希望に応じ働き続けることが出来るよ

う環境整備を図ることとなっており、企業の定年延長や再雇用などにより就労環境が

大きく変化しています。このような「生涯現役社会」の実現の一翼を担い、活力ある

地域社会づくりに貢献するシルバー人材センターの果たすべき役割の期待や重要性は

一層大きなものとなっています。 

シルバー人材センター事業は「請負・委任」からスタートしており、今後もこれが

中心事業であることに変わりありませんが、従来の請負・委任では発注者の要請に応

えられない業務が拡大しており、適正就業の面からも派遣事業への取組みの強化が求

められています。 

高齢者である会員に就労の場を提供する呉市シルバー人材センターは、従来から「生

きがい対策」「健康対策」「生活の安定」「地域社会発展の下支え」を目的として事業を

展開しています。 

これらの目的を達成するため、人手不足や現役世代を支える分野の就業を促進する

ため、国が補助事業として強く進めている「高齢者活用・現役世代雇用サポート事業」

を今年度も推進してまいります。 

これは、企業の人手不足分野や、現役世代を支える分野すなわち早朝・深夜業務や

子育て支援等、就労しにくい業務や若い働き手をサポートする分野で会員の就業を行

うものです。これらを含め、多くの分野で請負業務、そして新たな派遣業務の確保に

向けて、本年度も次の方策を推進してまいります。 
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１ 会員の拡大 

会員の減少に歯止めがかからない要因として、企業における６５歳までの継続雇

用制度の定着に伴い入会時の年齢が従来の６０歳前半から６５歳を超える層となっ

ていることが考えられます。 

会員の拡大を図ることは、今後のシルバー事業の維持・発展に不可欠であり、特

に少子高齢化に対応した福祉・家事援助サービス分野での女性会員の拡大が求めら

れています。 

このため従来から行っている街頭キャンペーン及び各種研修会の開催などを通じ

て、機会あるごとに「会員募集用チラシ」の配布を行い市民への周知に努めます。 

なお、昨年度に引き続き、広島県連合会が主催するＲＣＣテレビなどメディアを

活用した広報活動に参画し、会員の拡大に努めます。（該当する事業 1－1・4－(5)） 

 

２ 就業開拓及び就業率の向上 

会員の拡大とともに就業開拓は、センターの維持発展のための車の両輪のような

ものであり、官公庁の指定管理制度の導入による受注減を補うため、「仕事募集用チ

ラシ」を配布するなど、受注増加を図り就業率の向上に努めます。 

また、｢分かち合い事業｣を推進し、一人でも多くの会員が就業できるよう、就業

率の向上を図ります。（該当する事業 1－1・4－(3)） 

 

３ 独自事業の推進・開拓 

「再生自転車の販売」事業については、会員の就業機会の確保と資源の再利用の

ため引き続き継続し、拡充強化を図ります。 

新たな事業の開拓について、引き続き独自事業の創生を図るため、会員の皆様か

らの積極的な提案や提言をいただき検討していきます。（該当する事業 1－1） 

 

４ 安全・適正就業の推進 

安全就業はセンターの最重要課題です。「安全は全てに優先する」というスローガ

ンに基づき、会員の安全意識の高揚と就業中の事故防止、就業途上の交通事故防止

に組織を挙げて全力で取り組みます。 

・安全パトロールの強化 

・安全就業強化月間の取り組みの実施 

・交通安全講習会の実施 

・安全就業講習会の実施 

・就業前ミーティングの実施 

・安全標語の募集の実施 

・ヒヤリ・ハット体験事例の募集 
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適正就業については、法令遵守の徹底による適正就業を図るとともに、ローテー

ション就業の促進、長期継続就業の解消に努め、就業の適正化を図ります。（該当す

る事業 4－(2)） 

 

５ 研修会・講習会の開催 

各種研修会・講習会を実施して、会員一人ひとりの知識や技能の習得、向上を図

るとともに、ホームページや市広報紙により募集し、会員の拡大や就業率の向上に

努めます。 

また、広島県シルバー人材センター連合会主催の「高齢者活躍人材確保育成事業」

技能講習会の地元開催、また他地区での講習会を積極的に受講するよう広く市民に

情報発信し会員の確保に努めます。（該当する事業３） 

 

６ 労働者派遣事業の推進 

国の補助事業「高齢者活用・現役世代雇用サポート事業」を活用し、発注者の指

揮命令や社員との混在就業が可能となる「労働者派遣事業」を広島県シルバー人材

センター連合会と連携し推進していきます。（該当する事業２－(2)） 

 

７ 福祉・家事援助サービス事業の推進 

女性会員の拡大、就業率の向上には、福祉・家事援助サービス及び子育て支援な

ど女性会員に適した業務の拡大が不可欠です。 

昨年度に引き続き、呉市が行う「支え合いホームヘルプサービス事業」に参画す

るなど、福祉・家事援助サービス及び子育て支援の就業開拓に積極的に取り組みま

す。（該当する事業 1－1・4－(3)） 

 

８ 普及啓発活動の推進 

シルバー人材センター事業への理解と協力を得るため、例年１０月の「全国普及

啓発促進月間」をはじめとする各種行事を活用し、市民を対象にパンフレット、チ

ラシなどを配布する普及啓発活動を行います。 

また、会員の協力を得て「呉海軍墓地」の剪定・清掃奉仕などボランティア活動

を行い、シルバー人材センターのＰＲに努めます。（該当する事業 4－(1)(6)） 

 

９ 職業紹介事業の実施 

臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務に係る仕事の求人を受け付け、

会員に紹介する有料職業紹介事業を行います。（該当する事業２－(1)） 


